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K-66 内視鏡的消化管止血術（止血剤の散布のみ） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、内視鏡的消化管止血術は止血剤を散布するのみでは算定は

認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 内視鏡的消化管止血術は電気メスやマイクロ波、止血クリップなど、何

等かの操作が行われた場合に認められるものであり、単に局所止血剤を散

布したのみでは認められないと整理した。 

 


